
５ 経営者の責任 

５．１ 経営者のコミットメント 

 

   社長は、品質マネジメントシステムに関し、次の事項を自ら又は指示して実施する。 

 

実 施 事 項 詳 細 規 定 

顧客要求事項及び法令・規制事項を満

たすことの重要性の周知 

毎年４月の社内ミーティング (年１回)

にて行う。 

品質方針の策定 5.3 項に記述 

品質目標の策定 5.4.1 項に詳述 

マネジメントレビューの実施 5.6 項に詳述 

経営資源準備・利用促進 6 章に詳述 

 

５．２ 顧客重視 

 

  社長は、顧客満足の向上を目指し、顧客要求事項が決定され、満たされていることを確実にす

る。詳細は、N2QM「7.2.1 製品に関連する要求事項の明確化」及び「8.2.1 顧客満足」に記

述する。 

 

５．３ 品質方針 

 

   社長は、品質方針について次の事項を確実にする。 

（１）要件 

次の要件を満たすよう品質方針を策定する。 

（ａ）当社の目的に対して適切である。 

（ｂ）次の事項に関する社長のコミットメントを含む。 

①要求事項への適合 

②品質マネジメントシステムの有効性の継続的改善 

（ｃ）品質目標の設定及びレビューのための枠組みを示す。 

 

～品質方針～ 

 企業活動の根本は、地域社会との共存共栄にあると考える。当社は、地域社会にとって必

要な技術力を提供し、相応の対価を得る。その為に、厚い「信頼」は高い「品質」から生まれる

ことを肝に銘じて日々努力する。 

 以下の三項目を以って、当社基本指針とする。 

1. 顧客の要求あるいは、変化に対して速やかに対応できるよう、日々、技術の研鑚に努

め、常に顧客満足の向上を目指し、品質マネジメントシステムの継続的改善に取り組む。 

2. 設定された品質目標は、定期的に評価し、又、改定すべきは臨機応変に行う。 

3. 品質目標は、全員に周知徹底し、各部署間で互いに補填できるような体制を構築する。 

         2002 年 1 月 1 日    

           取締役社長 小柳正彦 


